
    

 

令和６年４月３０日 

 

岡山市週休２日工事の標準単価の取扱いについて 

お 知 ら せ 

 

 

 

監理検査課 

 

 

建設業においては、若手技術者の入職が減少するなど、中長期的な担い手の確保や育成 

が大きな課題となっていることから、労働環境を改善し、魅力ある建設現場創出のため、 

週休２日工事を実施しているところですが、週休２日工事の標準単価の取扱いを改定しま 

すのでお知らせします。 

 

 

１ 週休２日工事の補正係数の一部改定 

週休２日工事の標準単価の取扱いを改定します。 

 

 

２ 適用 

 単価適用日が令和６年５月１日以降の工事に適用します。 

 

 

３ その他 

 「岡山市週休２日工事（発注者指定型）実施要領」、「週休２日工事（発注者指定型）に

関する Q＆A」、「休日等取得計画・実績表（記入例）」及び「工事看板掲載例」については、

岡山市監理検査課ホームページを参照するものとする。 

 https://www.city.okayama.jp/jigyosha/0000004443.html 

 

 

 

                           【問合せ先】 

財政局財務部監理検査課 

TEL 086-803-1368 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

週休２日工事（発注者指定型）の積算方法及び補正係数について 

（「港湾請負工事積算基準」「漁港漁場関係工事積算基準」を除く） 

積算方法 

○労務費 

・労務単価（夜間、時間外等の補正後）【円未満切捨】 

＝労務単価×夜間及び時間外等による補正係数 

・労務単価（週休２日の補正後）【円未満切捨】 

＝労務単価（夜間、時間外等の補正後）×週休２日補正係数 

 

○機械経費（賃料） 

機械賃料（週休２日の補正後）【円未満切捨】 

＝機械賃料※×週休２日補正係数 

※機械賃料は、「岡山県公共工事建設資材等単価決定要領及び同運用」に基づき決定し

た単価 

 

○共通仮設費率 

・共通仮設費率（補正前）【小数第３位四捨五入２位止め】 

Ｋｒ＝Ａ・Ｐｂ 

Ｋｒ：共通仮設費率（％） 

Ｐ ：共通仮設費対象額 Ａ、ｂ：工種毎に決まる係数 

・共通仮設費率（施工地域補正後）【小数第３位四捨五入２位止め】 

＝共通仮設費率（補正前）×施工地域補正係数 

・共通仮設費率（週休２日の補正後）【小数第３位四捨五入２位止め】 

＝共通仮設費率（施工地域補正後）×週休２日補正係数 

 

○現場管理費率 

・現場管理費率（補正前）【小数第３位四捨五入２位止め】 

Ｊo＝Ａ・Ｎｐｂ 

Ｊo：現場管理費率（%） 

Ｎｐ：対象純工事費 Ａ、ｂ：工種毎に決まる係数 

・現場管理費率（施工地域等補正後）【小数第３位四捨五入２位止め】 

＝現場管理費率（補正前）×施工地域補正係数＋補正値 

・現場管理費率（週休２日の補正後）【小数第３位四捨五入２位止め】 

＝現場管理費率（施工地域等補正後）×週休２日補正係数 

 

○市場単価・標準単価 

・市場単価・標準単価（週休２日の補正後）【円未満切捨】 

＝市場単価・標準単価（基準額）×週休２日補正係数 

・市場単価・標準単価（施工規模等の補正後）【円未満切捨】 

＝市場単価・標準単価（週休２日の補正後）×施工規模等の補正係数 

※市場単価・標準単価は、週休２日の補正【円未満切捨】→施工規模等の補正【円未満切

捨】の順に補正する。  



    

 

補正係数 

○「土木工事標準積算基準」「機械設備積算基準」「治山林道必携」の場合 

 労務費 機械経費（賃料） 共通仮設費率 現場管理費率 

4 週 8 休以上 1.05 1.04 1.04 1.06 

(※1) 労務費は「公共工事設計労務単価」を対象とする。 

(※2) 工場製作など製作原価に係る部分については、対象外 

 

○「土地改良工事積算基準(土木工事)及び(施設機械)の電気通信設備」の場合 

 労務費 機械経費（賃料） 共通仮設費率 現場管理費率 

4 週 8 休以上 1.05 1.04 1.04 1.09 

(※1) 労務費は「公共工事設計労務単価」を対象とする。 

(※2) 工場製作など製作原価に係る部分については、対象外 

 

○「港湾請負工事積算基準」「漁港漁場関係工事積算基準」の場合 

  岡山県週休２日工事実施要領（港湾・漁港工事）による 

 

○ 市場単価などの取扱い 

・「土木工事市場単価」⇒工種ごとに以下の補正係数を適用 

 

・「土木工事標準単価」⇒ 工種ごとに以下の補正係数を適用 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

○ その他  

積算基準が異なる工種区分を有する工事は、主たる工種における補正係数を適用 


